
【別紙１】 

 
鳥取県男女共同参画に取組む自治会等支援事業補助金の事務手続きについて 

 
１，交付申請書の提出 

事業着手の 20 前まで 

事業実施年度の 2 月 15 日期限 

交付申請書は、下記提出先に郵送・持参・電子メールのいずれかにより提出してください。 
 

５，交付決定 （交付申請を受けた日から 14 日以内） 

 

６，事業着手 

  この補助金においては「着手届」の提出は必要ありません。 
 【事業を変更・中止・廃止したい場合】県の承認が必要です。 

変更･中止･廃止申請書を下記提出先に郵送･持参･電子メールのいずれかにより提出してください。 
 

７，事業完了 

この補助金においては「完了届」の提出は必要ありません。 
 

８，実績報告書提出 
完了・中止・廃止から 20 日以内又は 

事業実施年度の 3 月 15 日のいずれか早い日 

実績報告書は、下記提出先に郵送・持参・電子メールのいずれかにより提出してください。 
 

 
資料提出・問合せ先 
男女協働未来創造本部 県⺠運動課（〒682-0816 倉吉市駄経寺町 212-5 エースパック未来中心内） 
電話：0858-23-3901 メール：kenmin-undou@pref.tottori.lg.jp   



【別紙２】 

 
鳥取県男女共同参画に取組む自治会等支援事業補助金 

【交付申請書・実績報告書】提出書類チェックリスト 

 
 このチェックリストは、交付申請書（実績報告書）の記入等の誤りや添付書類の漏れを少なくし、修正等

の事務手続きを軽減するために留意事項等をまとめたものです。適切な補助機関系事務に対しご協力をお願

いします。 

 
提出書類 チェック欄 

書類名 留意事項 申請者 鳥取県 
①交付申請書 ・交付申請額は補助対象経費×補助率で求め

た額を円単位で記載してください。 
・千円未満の端数は切り捨てた額を記載して
ください。 

□ □ 

②様式第１号 
（実施計画書（報告書）） 

・補助事業に伴う発注はできる限り県内事業
者にしてください。 
・他の補助金等の活用を予定している場合、
その名称及び助成元の団体名等を記載してく
ださい。 
・消費税の取扱いを記載してください。 
・内容を具体的に記載してください。 

□ □ 

③様式第２号 
（収支予算書（決算書）） 

・内容を具体的に記載してください。 □ □ 

④様式第４号 
（仕入控除税額確定報告書） 

・実績報告の後に、申告により仕入控除税額
が確定した場合で、その額が実績報告控除税
額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を
超えるときは、当該交付決定控除税額）を超
えるときは報告してください。 

□ □ 

⑤添付書類 ・補助事業の実施に当たり参考となる見積書
やカタログ等があれば添付してください。 □ □ 

  


